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令和３年度「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 

キャンペーンを実施します 

島根労働局（局長 倉持
くらもち

 清子
き よ こ

）では、島根県内の大学生等を対象に、学生アルバイトの

労働条件の確保及び適切な労務管理に向けた取組を目的としたキャンペーンを実施します。 
  
  
 
 
 

島 根 労 働 局 発 表 
 

担 島根労働局雇用環境・均等室 
 

室  長  津森 美紀 

厚生労働事務官  難波つか彩 令和３年４月28日（水） 
 

 
 

  当 ℡ ０８５２－２０－７００７ 

    

１ キャンペーン期間 

  令和３年４月１日から７月 31 日まで 
２ 重点事項 

  学生アルバイトの労働条件を確保する上で、使用者及び学生アルバイト等に対し、重点的

に呼びかける事項を以下のとおりとします。 

  ① 労働契約締結の際の学生アルバイトに対する労働条件の明示 

  ② 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトの適切な設定 

  ③ 学生アルバイトの労働時間の適正な把握 

  ④ 学生アルバイトへの商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止 

  ⑤ 学生アルバイトの労働契約の不履行等に対して、あらかじめ罰金額を定めることや労

働基準法に違反する減給制裁の禁止 

３ 主な取組内容 

 （１）リーフレットの配布 

   リーフレットを、大学等のほか、使用者団体、労働組合、地方公共団体、関係機関等へ

配布するほか、集団指導等を実施する際に適宜事業主等へ配布します。 

（２）周知・啓発の実施 

   キャンペーンの趣旨について、地方公共団体や関係機関等の各種広報誌の活用、ホーム

ページ掲載等を通じて周知を行います。 

 （３）大学等への出張相談等 

県内の大学等から依頼があった場合には、労働局による出張相談、労働法制に関する講

師派遣等を実施します。 
（４）総合労働相談コーナーへの「若者相談コーナー」の設置 

労働局及び各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相 

談コーナー」を設置し、学生への相談に重点的に対応します。 



 

 
 

参 考 

１  学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに

巻き込まれることがあります。島根労働局では、学生アルバイトの労働条件確保のため、関

係法令の周知・啓発や監督指導等に取り組んでいますが、これらのトラブルの中には、学生

が必要な知識を持ってさえいれば避けられるものも少なくありません。そこで、特に多くの

新入学生がアルバイトを始めるこの時期に平成 28 年度から全国の労働局においてキャンペ

ーンを実施しています。 
    

 

２  島根県内の総合労働相談コーナー 

  ○島根労働局総合労働相談コーナー ℡ 0852-20-7009 
  ○松江総合労働相談コーナー（松江労働基準監督署内）℡ 0852-40-2939 
  ○出雲総合労働相談コーナー（出雲労働基準監督署内）℡ 0853-21-1240 
  ○浜田総合労働相談コーナー（浜田労働基準監督署内）℡ 0855-22-1840 
  ○益田総合労働相談コーナー（松江労働基準監督署内）℡ 0856-22-2351 
 
 
３ 添付資料（リーフレット） 

別添１ 
・仕事（アルバイト）のトラブル こんな事で困っていませんか？ 

  別添２ 
・アルバイトをする前に知っておきたい７つのポイント 

  別添３ 
   ・確かめよう、労働条件！ 

別添４ 
   ・「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーン中です！！ 
   
 
 
 
   

 
   
 


















